
国民年金（任意加入・付加保険料）について年金
だより 長崎北年金事務所　☎861-1354   長崎南年金事務所　☎825-8701　

健康保険課年金係　☎801-5821

●60歳からの任意加入で年金額を増やせます
　国民年金は20歳から60歳になるまでの40年間
保険料を納めて、満額の老齢基礎年金を受給でき
ます。しかし、国民年金に未加入の時期があった
り、事情があって保険料を納められなかった方は、
満額の年金額を受給できません。
　そこで、60歳から65歳になるまでの５年間、国
民年金に任意加入して保険料を納めることで65歳
から受け取る老齢基礎年金を満額に近づけること
ができます。

※厚生年金加入者や20歳～60歳までの国民年金
保険料の納付月数が40年（480月）ある方は申
込みできません。

※任意加入の手続きには、口座振替の申込みも同
時に必要となります。

消費者
注意報 ニセ電話（特殊）詐欺に注意

※電話やメールでお金の話は詐欺を疑ってください！
困ったときは長与町役場相談窓口または長崎県消費生活センターへご相談ください。

《架空料金請求》
スマホに大手通信事業者など
を騙って「利用料金未納」の請
求や「パソコンがウィルス感染
しましたので、サポートしま
す。」などのメールを送信し、

現金や電子マネーを要求する手口。
＜騙されないポイント＞
・身に覚えのない料金請求通知メールは安易に連
絡をしないでください。
・不要なメールが届かないように受信拒否設定を
してください。　

《還付金詐欺》　
役場などの職員を名乗って
「医療費などの還付金があ
る。」などと言ってＡＴＭコー
ナーまで誘い出し、還付手
続きと思わせてＡＴＭで現

金を振り込ませる手口。
＜騙されないポイント＞
・還付金手続きはＡＴＭではできません。
・自分で役場などの連絡先を調べ問い合わせる。
・電話対策として留守番電話機能の設定や警告機
能付きの電話機を設置する。

県消費者生活センター（☎824-0999）町消費生活相談窓口（☎883-1111）問

●月々プラス400円（付加保険料）で年金額を増や
せます

　第１号被保険者および任意加入被保険者（65歳
未満）の方で、月々の定額保険料に付加保険料
（400円）をプラスして納めると老齢基礎年金に付
加年金（200円×付加保険料納付月数）が加算され
ます。

※厚生年金加入者、第３号被保険者（会社員など
に扶養されている配偶者）、国民年金基金に加
入している方は申込みできません。

問申・
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ふくし通信

長崎県おもいやり駐車場制度
（旧：パーキング・パーミット制度）

　障害をお持ちの方、要介護者、難病をお持ちの方、けがや妊娠などにより一時的に駐車場の使用
に配慮が必要な方に対して、利用証を交付し、県に協力施設として登録した駐車場を利用すること
ができる制度です。

福祉課 障害者福祉係
☎801-5827
県福祉保健課 地域福祉班
☎895-2416

申 問

●交付対象者
【利用証有効期間：1年以上】

障害区分 障害等級等 必要書類

身体
障害者

視覚障害 ４級以上

身体障害者手帳

平衡機能障害 ５級以上

肢体
不自由

上肢機能障害 ２級以上

下肢機能障害 ６級以上

体幹機能障害 ５級以上

脳病変による
運動機能障害

上肢機能 ２級以上

移動機能 ６級以上
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこうまたは直
腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免
疫若しくは肝臓の機能障害

４級以上

知的障害者 療育手帳の障害の程度が
「A1」または「A2」 療育手帳

精神障害者 １級 精神障害者保健福祉手帳

要介護者 ４０歳以上で要介護１以上 介護保険被保険者証

難病患者

特定疾患医療受給者、特定
医療費（指定難病）受給者、
小児慢性特定疾病医療費
受給者

特定疾患医療受給者証、特
定医療費（指定難病）受給
者証、小児慢性特定疾病医
療費受給者証

【利用証有効期限：１年未満】

対象者 対象条件 必要書類

けが人・病人等 車いす、杖など使用の方で駐車場の利用に
配慮が必要と認められる方

診断書の写し（駐車場の利用に配慮が必
要な理由および車いす、杖などの使用期間
が記載されているもの）

妊産婦 母子健康手帳取得時から産後１年の方 母子健康手帳

●交付方法
　 　福祉課窓口にて、交付申請書の記入をしていただき

ます。交付対象者であることの確認が必要となります
ので、上記一覧表の該当する必要書類をご持参のう
え、窓口へお越しください。

　※ 紛失、破損などによる再交付を希望される場合は、窓
口にてお申し出ください。なお、破損などによる再交
付の場合は現在ご利用の利用証をご持参ください。
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